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  11 県の負担を受け入れた団体等の状況 
 
 
 

 政策上の観点から地方公共団体が任意団体の構成員となり，その必要経費について，構成団体が取り決

めた負担割合に応じて構成員として負担している任意団体について，事業の実施状況等を公表しています。 

 なお，一過性の事業を実施するための任意団体及び平成２９年度当初予算において計上した負担金予算

額が１００万円未満の任意団体は公表の対象から除いています。 

 

区     分 恒 常 的 事 業 費 負 担 団 体 会費負担団体 

団  体  数 45 団体 4 団体 

役職員の状況 

(Ｈ29.10.1現在) 

役 員 数 672 人 115 人 

 う ち 県 特 別 職 14 人 1 人 

 う ち 県 一 般 職 員 96 人 1 人 

職 員 数 362 人 16 人 

 う ち 県 一 般 職 員 158 人 5 人 

Ｈ 2 9事業計画 

収 入 総 額    Ａ 7,090,924 千円 177,405 千円 

 う ち 県 支 出 金 592,144 千円 7,290 千円 

支 出 総 額    Ｂ 7,251,665 千円 177,405 千円 

収 支 差 額  Ａ － Ｂ △160,741 千円 0 千円 

県支出金の状況 

Ｈ29 

当初予算額 

支 出 額 553,739 千円 7,290 千円 

県  費 517,557 千円 7,290 千円 

Ｈ28 

当初予算額 

支 出 額 805,098 千円 7,280 千円 

県  費 757,666 千円 7,280 千円 

Ｈ28 

決 算 額 

支 出 額 751,111 千円 7,280 千円 

県  費 714,834 千円 7,280 千円 

注：「恒常的事業費負担団体」は，事業を実施するための経費として負担金を支出している任意団体です。 

        「会費負担団体」は，会費的要素として負担金を支出している任意団体です。 

 
 


